
第 5 章 推進体制

上田市人権施策基本方針（平成 20年 10月） 上田市人権施策基本方針（改定）案

４ 計画推進のために

この計画を推進し目標を達成していくためには、行政の人権担当部局が中心となって関係部局と連携の

下、総合的かつ効率的に計画を推進していく必要があります。また、人権が尊重されるまちの実現を目指し

ていくためには、市民の理解と協力が不可欠です。そこで、市民が互いの人権を尊重し、いきいきと暮らす

ことができるまちづくりを目指して、推進体制を整備します。

１ 行政における計画推進体制の整備

(1) 庁内推進体制の整備

・ 人権に関する庁内推進会議を設置して、関係部局との連携を密接にし、効果的な計画の推進を図

ります。

・ 市職員が、豊かな人権感覚を身につけて施策を推進できるようにするために、研修を充実すると

ともに、職場慣行の見直しを行います。

・ 市が作成する広報・出版物において、人権尊重の視点に立った表現をしていくよう配慮します。

(2) 計画の推進状況の点検と評価

・ この計画を実効性のあるものにするために、実施計画を作成し、進捗状況を把握しながら計画を

推進します。

・ 必要に応じて人権に関する実態調査等を行い、その結果を分析、研究するとともに計画推進に反

映させます。

２ 市民との連携による推進体制の整備

(1) 上田市人権尊重のまちづくり審議会の開催

・ この計画を効果的に推進するため、市民、団体、企業等の協力を得るとともに、市民及び学識経

験を有するもので構成している「上田市人権尊重のまちづくり審議会」を開催し、計画の推進を

図ります。また、計画の推進状況を点検評価します。

(2) 市民との連携強化

・ 計画を推進していくためには、広く人権問題への理解を求めるとともに、市民の積極的な参画が

必要です。各種事業を通じて意識啓発を行いながら、市民との連携を強化し、計画を推進してい

きます。

・ 計画推進のために推進体制を整備するとともに、人権が尊重されるまちづくりに向けて活動する

団体等との連携を強化します。

３ 関係機関との連携

(1) 国、県及び関係機関等との連携

・ 国、県、関係機関及び他の自治体と情報交換や事業協力等、連携を図りながら、計画を推進しま

す。

・ 労働、税制、年金をはじめとして、上田市だけでは解決できない問題については、法整備、改善

及び施策の拡充について、国や県へ働きかけていきます。

第5章 推進体制

人権尊重のまちづくりに向けては、人権施策基本方針の基本理念である「一人ひとりの人権が尊重される社会」の実

現に向け、行政のみならず関係機関、団体、市民がともに協働し、まちづくりを進めていくことが必要です。

１ 推進体制の整備

(1) 市民との連携強化

人権が尊重されるまちの実現に向けては、市民、団体、企業などと協働して推進していく必要があります。推

進していくためには、広く人権問題への理解を求めるとともに、市民などの積極的な参画が必要です。各種事業

を通じて意識啓発を行いながら、市民との連携を強化し、施策を推進します。

(2) 上田市人権尊重のまちづくり審議会

市民及び学識経験で構成している「上田市人権尊重のまちづくり審議会」を開催し、推進状況を評価します。

(3) 庁内推進体制の整備

ア 人権に関する庁内推進会議を設置して、関係部局との連携を密接にし、効果的な施策の推進を図ります。

イ 市職員が、豊かな人権感覚を身につけて施策を推進できるようにするために、研修を充実するとともに、職

場慣行の見直しを行います。

ウ 市が作成する広報・出版物において、人権尊重の視点に立った表現をしていくよう配慮します。

(4) 国、県及び関係機関等との連携

国、県や人権にかかわる機関・団体などと緊密な連携を図りながら、施策を推進します。

２ 評価と見直し

(1) この方針を実効性のあるものにするために、関係部局が実施した事業の評価を行うとともに、新たな人権問題

に応じて方針の見直しを行います。

(2) 必要に応じて人権に関する意識調査等を行い、その結果を分析、研究し、関係部局が行う施策に反映させます。
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